
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おくやみハンドブック 

 

～  今後のさまざまな手続きのご案内  ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹 田 市 

令和 5年 2月 



 

 

  

ご 遺 族 の み な さ ま へ 

 

 

このたびのご不幸、謹んでお悔やみ申し上げます。 

    ご遺族のみなさまにおかれましては、今後、相続のほか 

年金や保険など、さまざまな申請や届出などの手続きが 

必要となります。 

     吹田市では、必要な手続きを少しでもわかりやすく行っていただける

よう、主な手続きを一覧にした「おくやみハンドブック～今後のさまざまな

手続きのご案内～」を作成しました。 

   お手続きの際のご参考になればと存じます。 
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手続き関係チェックシート 
亡くなられた方についてお伺いします。該当するところのチェック欄に「✔」をつけてください。 

 

項 目 質    問 回  答 必 要 な 手 続 き 等 ﾁｪｯｸ 

住 
 

民 
 

異 
 

動 

世帯主でしたか はい 
世帯主変更の手続きが必要です 

→5ページ 
 

実印をお持ちでしたか。印鑑登録

証をお持ちでしたか 
はい 

印鑑登録に関する手続きは不要です

→５ページ 
 

マイナンバー（個人番号）カード・

住民基本台帳カードをお持ちでし

たか 

はい 手続きは不要です  

特別永住者証明書をお持ちでし

たか 
はい 

特別永住者証明書の返納が必要です

→5ページ 
 

健  

康  
保 

 

険   

・   

年  

金 

どのような健康保険に加入されて

いましたか 

国民健康保険 

被保険者資格喪失の手続き・葬祭費

の請求が必要です 

→5、6ページ 

 

後期高齢者医療

保険 

被保険者資格喪失の手続き・葬祭費

の請求が必要です 

→6ページ 

 

社会保険・共済

組合等 

必要な手続きについては会社や組合

にお問い合わせください 

→6ページ 

 

わからない 保険証を市役所にお持ちください  

どのような年金を受給していまし

たか、もしくはどのような年金に加

入されていましたか 

国民年金・厚生

年金  

必要な手続きについては市民課国民

年金担当もしくは日本年金機構吹田

年金事務所（予約制）にお問い合わ

せください 

→7ページ 

 

共済年金・企業

年金  

必要な手続きについてはつとめ先や

年金組合にお問い合わせください 

→7ページ 

 

わからない  

日本年金機構吹田年金事務所（予約

制）もしくは市民課国民年金担当に相

談してください 
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項 目 質    問 回  答 必 要 な 手 続 き 等 ﾁｪｯｸ 

福 
 
   

祉 

各種障害の手帳をお持ちでした

か 
はい 

手帳の返納が必要です 

→7ページ 
 

重度障害者(児)医療費助成を

受けていましたか 
はい 

医療証の返納が必要です 

→7ページ 
 

自立支援医療を受けていました

か 
はい 

受給者証の返納が必要です 

→7ページ 
 

特別児童扶養手当を受けていま

したか 
はい 

手当証書の返納が必要です 

→7ページ 
 

老人医療費助成を受けていまし

たか 
はい 

医療証の返納が必要です 

→7ページ 
 

65歳以上でしたか はい 

介護保険被保険者証の返納が必要

です 

→7ページ 

 

緊急通報システムなどの高齢者

在宅福祉サービスを利用してい

ましたか 

はい 

必要な手続きについては担当課にお

問い合わせください 

→８ページ 

 

18歳以下の子どもがいましたか はい 

子ども医療費助成に関する必要な手

続きについては担当課にお問い合わ

せください 

→８ページ 

 

児童手当・児童扶養手当・ひとり

親家庭医療費助成等を受けてい

ましたか 

はい 

必要な手続きについては担当課にお

問い合わせください 

→８ページ 

 

許可保育施設や新制度幼稚園

の在園児の保護者でしたか 
はい 

必要な手続きについては担当課にお

問い合わせください 

→8ページ 

 

公害医療手帳をお持ちでしたか はい 

必要な手続きについては担当課にお

問い合わせください 

→8ページ 

 

被爆者二世登録証明書をお持ち

でしたか 
はい 

必要な手続きについては担当課にお

問い合わせください 

→8ページ 

 

被爆者健康手帳又は健康診断

受診者証をお持ちでしたか 
はい 

必要な手続きについては担当課にお

問い合わせください 

→8ページ 

 

特定医療費（指定難病）助成を

受けていましたか 
はい 

必要な手続きについては担当課にお

問い合わせください 

→8ページ 

 

 

肝炎治療医療費助成を受けてい

ましたか 

 

 

はい 

必要な手続きについては担当課にお

問い合わせください 

→8ページ 
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項 目 質    問 回  答 必 要 な 手 続 き 等 ﾁｪｯｸ 

税 
 
  

金 

市府民税を納めていましたか はい 

相続人代表者を指定する場合は、相

続人代表者指定届の提出が必要で

す 

→９ページ 

 

固定資産税を納めていましたか はい 

相続人代表者を指定する場合は、相

続人代表者指定届等の提出が必要

です 

→９ページ 

 

排気量 125cc 以下のバイク等

をお持ちでしたか 
はい 

名義変更または廃車の手続きが必

要です 

→9ページ 

 

市税等を口座で納めていました

か 
はい 

口座の変更等が必要です 

→9ページ 
 

相続税の対象となる資産をお持

ちでしたか 

はい 必要な手続きについては吹田税務

署にお問い合わせください 

→9ページ 

 
わからない 

準確定申告（※）の対象となる

収入がありましたか 

はい 必要な手続きについては吹田税務

署にお問い合わせください 

→9ページ 

 
わからない 

土 

地 
 

・  

建 
物 

土地・建物（登記済み）をお持ち

でしたか 
はい 

相続登記の手続きが必要ですので、

大阪法務局にお問い合わせください 

→9ページ 

 

登記をしていない建物をお持ち

でしたか 
はい 

未登記家屋異動届の提出が必要で

す 

→9ページ 

 

農地をお持ちでしたか はい 
農業委員会への届出が必要です 

→9ページ 
 

そ 

の 

他 

（
市
役
所
関
係
） 

上水道・下水道の契約者でした

か 
はい 

名義変更等の手続きが必要です 

→9ページ 
 

市営住宅に入居されていました

か 
はい 

必要な手続きについては担当課にお

問い合わせください 

→9ページ 

 

犬を飼っていましたか はい 

必要な手続きについては担当課にお

問い合わせください 

→9ページ 

 

ごみの処理が必要ですか はい 
事前申し込みが必要です 

→9ページ 
 

図書館で本などを借りていまし

たか 
はい 

返却が必要です 

→10ページ 
 

※ 準確定申告…１年の途中で亡くなった方（被相続人）の収入の申告と納税を相続人が行う手続き 

 



4 

 

項 目 質    問 回  答 必 要 な 手 続 き 等 ﾁｪｯｸ 

運
転
免
許 

・ 

車
両 

運転免許証をお持ちでしたか はい 

必要な手続きについては吹田警察

にお問い合わせください 

→10ページ 

 

車両等をお持ちでしたか  はい 

廃車や名義変更の手続きが必要で

す。排気量に応じた手続き場所へお

問い合わせください 

→10ページ 

 

官 
 

公 
 

庁 
 

以  

外 

クレジットカードをお持ちでしたか 

はい 

必要な手続きについてはお問い合

わせください 

→11ページ 

 

生命保険にご加入でしたか  

金融機関に預金がありますか  

電気・ガス・電話・浄化槽・ NHK 

受信料などの契約者でしたか 
 

新聞・雑誌等の購読をされていま

したか 
 

各種団体等に加入されていました

か 
 

介護施設等を利用されていました

か 
 

簡素にして厳粛なご葬儀を希望さ

れますか 
 

お墓などを所有されていましたか  
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死亡に伴う手続きについて 
【官公庁の手続き】   ※市役所での手続きは課名を表示してあります 

 

主 な 手 続 き の 種 類 手続きの内容 必要なもの 手 続 き 窓 口 

住 
 

民 
 

異 
 

動 

世帯主の変更 

（１５歳を超える方が３人以上の

世帯で世帯主が亡くなったと

き） 

世帯主変更 

□来庁者の本人

確認書類 

（運転免許証等） 

□委任状 

（別世帯の方が

手続きする場合） 

市民課 

（101窓口） 

☎06-6384-1235 

山田出張所 

 ☎06-6877-0813 

千里丘出張所 

 ☎06-6877-0330 

千里出張所 

 ☎06-6871-0227 印鑑登録証の返納 

手続き及びカード返納の必要はあり

ません 

ご自宅でハサミを入れ処分してくだ

さい 

住民基本台帳カード・個人番号

カードまたは、通知カード 

手続き及びカード返納の必要はあり

ません 
 

特別永住者証明書 

特別永住者証明

書の返納 

※大阪出入国在

留管理局へ持

参又は東京出

入国在留管理

局おだいば分

室へ郵送 

□亡くなった方の

特別永住者証

明書 

大阪出入国在留管理局 

☎06-4703-2190 

 

※送付先 

〒135-0064 

東京都江東区青海 2-7-11 

東京港湾合同庁舎 9階 

保 
 

険 
 

医 
 

療 
    

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 

 

国民健康保険の届出 
被保険者資格喪

失届出 

□亡くなった方の

被保険者証 

（世帯主が亡く

なった場合は加

入者全員の被

保険者証） 

 

□来庁者の本人

確認書類（運

転免許証等） 

 

国民健康保険課 

（111窓口） 

☎06-6384-1241 
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保   

険   

医   

療 

主 な 手 続 き の 種 類 手続きの内容 必要なもの 手 続 き 窓 口 

国民健康保険の葬祭費 
葬祭費の支給申

請 

□葬祭執行者で

あることがわか

るもの（喪主及

び亡くなった方

のお名前が記

載された葬儀

社の領収書や

会葬礼状等） 

□喪主等の方の

通帳と認印

（朱肉を使うも

の） 

□来庁者の本人

確認書類 

（運転免許証等） 

国民健康保険課 

（113窓口） 

☎06-6384-1337 

 

山田出張所 

  ☎06-6877-0813 

千里丘出張所 

  ☎06-6877-0330 

千里出張所 

 ☎06-6871-0227 

 

後期高齢者医療保険の届出 
被保険者資格喪

失届出 

□亡くなった方の

被保険者証 

（返却） 

国民健康保険課 

（111窓口） 

☎06-6384-1241 

後期高齢者医療保険の葬祭費 
葬祭費の支給申

請 

□葬祭執行者で

あることがわか

るもの（喪主及

び亡くなった方

のお名前が記

載された葬儀

社の領収書や

会葬礼状等） 

□喪主等の方の

通帳と認印

（朱肉を使うも

の） 

□来庁者の本人

確認書類 

（ 運 転 免 許 証

等） 

国民健康保険課 

（113窓口） 

☎06-6384-1337 

 

山田出張所 

   ☎06-6877-0813 

千里丘出張所 

   ☎06-6877-0330 

千里出張所 

   ☎06-6871-0227 

社会保険・共済組合等 加入されていた方は、会社や組合の保険担当の方にお問合わせく

ださい。 
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主 な 手 続 き の 種 類 手続きの内容 必要なもの 手 続 き 窓 口 

 

国民年金・厚生年金 

・年金の受給、もしくは加入状況等により手続き先が

異なりますので、日本年金機構吹田年金事務所、

又は担当課までお問合わせください。 

※年金事務所でのご相談・お手続きの際は、ご予約

をお願いします。  

・予約受付専用電話 

☎0570-05-4890 

（平日 8：30～17：15） 

日本年金機構 

吹田年金事務所

☎06-6821-2401 

 

市民課国民年金担

当 

（233窓口） 

☎06-6384-1209 

共済年金・企業年金等 

・加入中の場合は会社等の年金担当の方にお問合わせください。 

・年金受給中の場合は、年金支給ハガキ等に記載されている連絡先にお問

合わせください。 

  

各種障害の手帳 手帳等の返納 

 

□各種障害の手帳  

□認印  

 

 

障がい福祉室 

（116窓口）  

☎06-6384-1347 

 

特別児童扶養手当 手当証書の返納 

 

□手当証書 

□認印 

 

重度障害者(児)医療費助成 

・医療証の返納 

・相続人代表指定届

の提出 

□医療証 

□相続人代表者の方

の通帳と認印（朱

肉を使うもの） 

老人医療費助成（一部負担金相

当額等一部助成） 

・医療証の返納 

・相続人代表指定届

の提出 

□医療証 

□相続人代表者の方

の通帳と認印 

（朱肉を使うもの） 

介護保険 
介護保険被保険者証

の返納 

□介護保険被保険者

証 

高齢福祉室 

（119窓口） 

☎06-6384-1343 

 

山田出張所 

☎06-6877-0813 

千里丘出張所 

☎06-6877-0330 

千里出張所 

☎06-6871-0227 

 

福    
祉 

年    

金 
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主 な 手 続 き の 種 類 手続きの内容 必 要 な も の 手 続 き 窓 口 

 

緊急通報システムなどの高齢者在宅

福祉サービス 
・担当課までお問合せください 

高齢福祉室 

（118窓口） 

☎06-6384-1360 

子ども医療費助成・児童手当・児

童扶養手当・ひとり親家庭医療費

助成等 

・担当課までお問合せください 

子育て給付課 

（218窓口） 

☎06-6384-1470 

支給認定変更申請 
・支給認定に関わる世帯状況の変更手続きが

必要なため、担当課までお問合せください。 

保育幼稚園室 

（217窓口） 

☎06-6384-1592 

公害医療手帳 

公害医療手帳の返

還及び被認定者死

亡に係る遺族補償

費等制度の説明 

□公害医療手帳 

□届出人の印鑑 

□死亡を証する書類（死

亡診断書のコピー等） 

 

健康まちづくり室 

（吹田市保健所 1

階） 

☎06-6384-1827 
被爆者二世登録証明書 

被爆者二世登録証

明書の返還 

□被爆者二世登録証明

書 

□届出人の印鑑 

 

被爆者死亡届 

被爆者死亡届の提

出及び葬祭料の制

度の説明 

□被爆者手帳又は健康

診断受診者証 

□届出人の印鑑 

□死亡を証する書類（死

亡診断書のコピー等） 

□各種手当証書（手当

受給者のみ） 

□原爆症認定書（原爆

症認定を受けている

方のみ） 

□死亡した被爆者の住

民票（除票） 

 

健康まちづくり室 

（吹田市保健所 1

階） 

☎06-6384-1827 

特定医療費（指定難病）助成 
受給者証の返還 

 
□受給者証 

□認印 

□医療証 

地域保健課 

（吹田市保健所） 

☎06-6339-2227 特定疾患医療証 医療証の返還 

肝炎治療医療費助成 

受給者証の返還 

※大阪府健康づくり

課生活習慣病・がん

対策グループ 

へ郵送 

大阪府健康づくり課生活習慣病・がん対策グ

ループ       ☎06-6944-9163 

 

※送付先 

〒540-8570 

大阪市中央区大手前 2丁目 本館 6階 

健康づくり課 

 

 

福      

祉 
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市税（市府民税・固定資産税）の

納税 

当市に個人市府民税・固定資産税の納税義務

のある方が死亡され、複数人の相続人がいて、

相続人代表者を指定する場合は、届出が必要

です（相続人代表者指定届等）。 

詳しくは担当課までお問合わせください。 

市民税課 

（202窓口） 

☎06-6384-1248 

 

資産税課 

（204窓口） 

☎06-6384-1245 

 

排気量 125cc以下のバイク等 
名義変更または廃車の手続きが必要です。詳

しくは担当課までお問合わせください。 

税制課 

（201窓口） 

☎06-6384-1244 

 

口座振替 
亡くなった方の口座から市税等を口座振替して

いた場合、口座の変更等が必要となります。 

納税課 

（203窓口） 

☎06-6384-1283 

 

相続税 
相続税の申告が必要な場合がありますので、

税務署にご相談ください。 

吹田税務署  

☎06-6330-3911 

 

 

相続登記の申請 

土地・建物を所管する法務局に、相続登記の

申請をする必要があります。詳しくは法務局に

ご相談ください。 

大阪法務局 

北大阪支局 

☎072-638-9444 

 

未登記家屋異動届の提出 
登記していない家屋

の名義を変更 

□被相続人と相続人の

戸籍謄本 

□遺産分割協議書又は

相続人決定通知書 

□実印 

□印鑑登録証明書 

資産税課 

（204窓口） 

☎06-6384-1245 

農地の相続 農業委員会への届け出が必要です 

 

農業委員会 

事務局 

（333窓口） 

☎06-6384-2792 

 

そ
の
他
（
市

役
所
関
係
） 

上下水道料金の精算や名義変更

等 

担当課までお問合わせください 

電話番号のかけ間違いにご注意ください 

水道部総務室 

料金グループ 

☎06-6384-1255 

 

主 な 手 続 き の 種 類  手続きの内容             必 要 な も の        手 続 き 窓 口  

土  
地  

 

・  
 

建  

物

税 
  

 

金 
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市営住宅 担当課までお問合わせください 

住宅政策室 

（317窓口） 

☎06-6384-1923 

 

犬の登録内容の変更 担当課までお問合わせください 

衛生管理課 

（吹田市保健所） 

☎06-6339-2226 

 

ごみの臨時収集（有料） 

お亡くなりになった方のごみを臨時に収集す

ることができます。 

事前申し込みが必要ですので、担当課までお

問い合わせください。 

事業課 

☎06-6832-0026 

借出カード・貸出資料 

（本など） 

借出カードは返還（廃棄手続き）が必要です

ので、担当課までお問い合わせください。資

料については最寄りの図書館に返却ください 

 

中央図書館 

☎06-6387-0071 

 

千里図書館 

☎06-6834-0132 

 

北千里分室 

☎06-6834-2922 

 

さんくす図書館 

☎06-6317-0037 

 

江坂図書館 

☎06-6385-3766 

 

 

千里山・佐井寺図

書館 

☎06-6192-0516 

 

 

千里丘図書館 

☎06-6877-4060 

 

山田駅前図書館 

☎06-6816-7722 

 

 

山田分室 

☎06-6875-1235 

 

そ 

の 

他 
 

（
市 

役 

所 

関 
係
） 
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主 な 手 続 き の 種 類  手 続 き の 窓 口  電 話 番 号  

 

運転免許証の返納 吹田警察署 

 

☎06-6385-1234 

 

軽自動車の名義変更・廃車等 軽自動車検査協会高槻支所 

 

☎050-3816-1841 

 

(平日) 

8：45～11：45 

13：00～16：00 

 

普通自動車の名義変更・廃車等 

排気量が 125㏄を超えるバイク 
近畿運輸局大阪運輸支局 

 

☎050-5540-2058 

 

(平日) 

8：45～11：45 

13：00～16：00 

 

府営住宅に入居中の方 
大阪府住宅供給公社 

千里管理センター入居サービス課 
☎06-6833-6942 

府税関係 三島府税事務所 

 

☎072-627-1121 

 

雇用保険（失業保険）受給中の方 ハローワーク淀川 ☎06-6302-4771 

所得税・相続税等 

※死亡した年の収入の申告が必

要な場合があります 

吹田税務署 ☎06-6330-3911 

 

  

国  

・  

府  

等  

へ  

の  

手  

続  

き 
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【官公庁以外の手続き】 
主 な 手 続 き の 種 類  手 続 き 窓 口  

クレジットカードの失効手続き等 クレジット会社にお問合わせください 

生命保険の請求等 加入している生命保険会社にお問合わせください 

電気・ガス・電話・浄化槽・NHK受信料

などの精算・名義変更 
領収書等に記載されている会社にお問合わせください 

預金の手続き等 金融機関にお問合わせください 

新聞・雑誌等の購読手続き 新聞販売店・書店・販売業者等にお問合わせください 

各種団体等の手続き 各種団体等にお問合わせください 

介護施設等の手続き 介護施設等にお問合わせください 

規格葬儀の申込み・問合せ 最寄りの葬儀社にお問い合わせください 

お墓などの手続き 
お墓などを管理している事務所（区・寺院・公益法人等）にお問

合わせください 

 

※各手続きにおいて、内容によっては一度で終わらないことがあります。 

※預金通帳の引き落とし履歴などから、契約先を確認することもできます。 
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相続に関する専門家の相談について 
相続に関しては、専門家の知識が必要となる場合が多くあります。 

以下の無料相談をご利用ください。 

 

 

○相続全般に関する相談（税に関する相談を除く） ～弁護士による相談～  

名    称 場    所 実  施  日 問 合 わ せ 先 

法律相談 

（弁護士） 

市民総務室 

（市役所１階 105番窓口）

内の相談室 

毎週火曜日・金曜日午後

1時～午後４時３０分 

 

（うち、お１人様 25分） 

予約専用電話 

☎06-6385-8181 

 

（市民総務室） 

 

 

○相続登記・遺産分割協議書作成等に関する相談 ～司法書士による相談～  

名    称 場    所 実  施  日 問 合 わ せ 先 

登記相談 

（司法書士） 

市民総務室 

（市役所１階 105番窓口）

内の相談室 

毎月第 1・3月曜日の午

後 2時 30分～午後４時

３０分 

（うち、お１人様 25分） 

予約専用電話 

☎06-6385-8181 

 

（市民総務室） 

 

 

○ 相続税に関する相談 ～税理士による相談～  

名    称 場    所 実  施  日 問 合 わ せ 先 

税務相談 

（税理士） 

市民総務室 

（市役所１階 105番窓口）

内の相談室 

毎週水曜日午後 1時３０

分～午後 4時３０分 

（うち、お 1人様 30分） 

※主に国税（所得税・相続

税など）の相談 

予約専用電話（近畿税

理士会吹田支部） 

☎06-6319-0450 

  

（市民税課） 

 

※なお、本ガイドブックに掲載していない手続きや相談等もございますので、予めご了承ください。 



 

令和 5年 2月作成  

吹田市役所 市民部 市 民 課 

                   

 

〒564-8550 

吹田市泉町 1丁目 3番 40号 

代表電話   06-6384-1231 
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